


















取締役会
最高意思決定機関
業務執行の監督

開示委員会

全社的な情報収集 経営企画会議 各統括本部会議 内部統制推進室
開示情報の把握 重要な人事異動等 営業戦略/管理方針 発生事実等の把握
及び管理 重要事項の決定 の決定

取締役社長

適時開示体制の概要

株主総会

開　　示

  開示委員会は、取締役会、経営企画会議、各統括本部会議にて決定した事項、内部統制推進室にて把握した発生事実に
ついて報告を受け、情報収集を図ります。把握した情報については、開示基準に基づき開示の必要性を判断し、またその
内容の正確性について精査し、開示必要事項は速やかに開示いたします。

各事業部門、各カンパニー、グループ各社

  当社は、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算情報等を把握・管理し、適時適切に開示するため、「開示
委員会」を設置しております。
  開示委員会は管理統括本部長を委員長とし、役付取締役、営業統括本部長、関係会社統括本部長、人事部、総務部、経
理部の担当役員もしくは部長により構成しております。
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